
郵送での住居表示台帳の写しの閲覧に関するフローチャート

１．市民課へ住居表示台帳の写しの閲覧請求

①市民課へ事前連絡し、住居表示台帳の写しの閲覧請求

②日時調整、請求者へ閲覧決定通知・手数料の納付書交付（郵送）

２．手数料納付確認後、住居表示台帳の写しの閲覧を指定日時、場所にて行う

③手数料納付

④手数料納付確認を連絡

⑤指定日時、場所にて閲覧

請求者 市民課

請求者 市民課

請求者 市民課


